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                     議    案    目    次 

議案第 １ 号 令和７年度唐津市一般会計補正予算                     (別冊) 

報告第 １ 号 専決処分の報告について（その１）                         １ 

報告第 ２ 号 専決処分の報告について（その２）                         ３ 

 





報告第１号 

   専決処分の報告について（その１） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項及び市長の専決処分事

項に関する条例（平成１７年条例第９号）第１号の規定により、次のとおり専決処

分したので、地方自治法第１８０条第２項の規定により報告する。 

  令和８年１月２３日 提出 

唐津市長 峰  達 郎 

 

   専 決 処 分 書 

 損害賠償額の決定及び和解について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

１８０条第１項及び市長の専決処分事項に関する条例（平成１７年条例第９号）第

１号の規定により、次のとおり専決処分する。 

  令和８年１月６日 

唐津市長 峰  達 郎 

 

１ 事故の内容 

  市道上におけるグレーチングの跳ね上がりによる普通自動車に対する物損事故 

２ 事故発生年月日 

  令和７年９月１０日 

３ 事故発生場所 

  佐賀県唐津市浜玉町鳥巣１３番１地先の市道上 

４ 損害賠償の額 

  金１，１０４，３００円 

５ 損害賠償及び和解の相手方 

  福岡県八女市井延１９１番地１ 

  久留米灌水資材株式会社 八女営業所 

   所長 １１１１１１１ 

６ 和解の要旨 

－1－



(1) 唐津市は、５の損害賠償及び和解の相手方に対し４の損害賠償の額を支払う。 

(2) 前号以外に唐津市と５の損害賠償及び和解の相手方の間には何ら債権債務が

存在しないことを相互に確認する。 

－2－



報告第２号 

   専決処分の報告について（その２） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項及び市長の専決処分事

項に関する条例（平成１７年条例第９号）第１号の規定により、次のとおり専決処

分したので、地方自治法第１８０条第２項の規定により報告する。 

  令和８年１月２３日 提出 

唐津市長 峰  達 郎 

 

   専 決 処 分 書 

 損害賠償額の決定及び和解について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

１８０条第１項及び市長の専決処分事項に関する条例（平成１７年条例第９号）第

１号の規定により、次のとおり専決処分する。 

  令和８年１月１５日 

唐津市長 峰  達 郎 

 

１ 事故の内容 

  市道上における樹木の接触による普通自動車に対する物損事故 

２ 事故発生年月日 

  令和６年９月１５日 

３ 事故発生場所 

  佐賀県唐津市呼子町加部島３３２８番地先の市道上 

４ 損害賠償の額 

  金１００，２１２円 

５ 損害賠償及び和解の相手方 

  １１１１１１１１１１１１１１１１１１ 

  １１１１１１１ 

６ 和解の要旨 

(1) 唐津市は、５の損害賠償及び和解の相手方に対し４の損害賠償の額を支払う。 

－3－



(2) 前号以外に唐津市と５の損害賠償及び和解の相手方の間には何ら債権債務が

存在しないことを相互に確認する。 

－4－




